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【寄稿】「高校無償化」、補助金問題の本質／金東鶴  

深く根を張る民族排外思想 

2月 20日、朝鮮学校を無償化の対象から完全に外すためだけを目的とした省令改悪

がなされた。制度が始まり約 3年、民主党政権下で当初「外交上の配慮などにより判断

すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきもの」という政府統一見解の

もと、2010年 11月 5日に定められた審査基準に基づく審査の結論はいたずらに引き延

ばされた。そして今度はその審査の根拠となる規定を無くし、審査を打ち切る、そんな前

代未聞なことが、返り咲いた自民党政権によって断行されたのだ。 

ごり押しの「理由」 

しかも、その理由には「拉致問題に進展がないこと」という朝鮮学校に通う生徒に何ら

責任のない、また先に挙げた政府統一見解とも全く相容れないことを挙げている。なお、

この政府統一見解について下村大臣は「廃止をいたします」と朝鮮学校排除方針を示し

た昨年 12月 28日の記者会見で語っているが、何時どのようにして廃止したのかなどは

明らかでないままとなっており、実際、筆者が文科省に問い合わせても明確な答えが返っ

てこない状態である。そもそもこの政府見解は、2010年 3月 12日、通常国会で無償化

制度の法案が国会で審議されている最中に表明されたものであり、それも踏まえて法律

が成立している以上、政権が替わったからといって本来、簡単に覆すことができない性質

のものである。 

文科省は、もう一つの理由に総連との密接な関係を持ち出しているが、これもまったく

不当なものである。少なくない私立学校が宗教団体をバックボーンにしていることは周知

の通りであり、民族学校がその民族的コミュニティを束ねる民族団体をバックボーンにし

ていることも普遍的なことである。某民族団体の代表が某学園の理事長を務めるといっ

た実例もあるほどだ。ましてや同化政策を敗戦後も引きづってきた日本政府による、露骨

な差別、抑圧を加えてられてきた在日朝鮮人社会が総連組織を立ち上げ、その組織を挙

げて民族教育を発展させてきたことは、今では南や海外でも多くの同胞から賞賛されて

いることであり、何ら否定されるべき様なことではない。 



むしろ日本政府は自らが文化的ジェノサイド、つまりは日帝時代の民族抹殺政策の被

害者への原状回復義務を果たさない中、たいへんな労力をもってその民族性の回復に

奔走してきた民族団体に対し、補償をすべき立場にあると言える。 

また、下村大臣らはこの間、アメリカンスクールに東京大空襲や原爆投下をどう教えて

いるかや、中華学校に日中戦争や南京大虐殺をどう教えているか、などといったことは全

く問題にしないにもかかわらず、朝鮮学校にのみ、その教育内容に難癖をつけてきたが、

これは単に差別であるだけでなく、「私立学校の自主性」を尊重すべしとする教育基本法

や私立学校法にも違反している。このような干渉こそがまさに教育基本法が禁じる「教育

への不当な支配」である。 

「同化政策」の強制 

このような不当な干渉、そしてあからさまな差別処遇は政府のみならず地方自治体に

拡散し、大阪府、大阪市、東京都、埼玉県、千葉県、宮城県、水戸市、神奈川県、広島県、

広島市、山口県、福岡市、仙台市、大和市が補助金を既に打ち切るか、もしくは打ち切り

を表明している。 

どんな外交上の問題も子どもたちを差別する理由にはなり得ない。この基本的な人権

感覚が麻痺状態に陥っているとしか言いようがないが、私たちはこの背景にもう一つ、次

の側面があることも見逃してはならないだろう。 

下村大臣は、「一条校」になればすぐにでも認められるから「是非、そういうことも朝鮮

学校は考えていただきたい」と、この省令改悪を巡っての記者会見で繰り返し述べている。

永らく「文教族」をしてきた彼ならその学校は学習指導要領の縛りを受け、それが「日本人

を育成するため」という目的を掲げていることを知らぬはずがないであろう。 

つまりそこには、「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝

鮮人学校は、わが国の社会にとって、…積極的意義を有するものとは認められない」とし

た 1965年 12月の文部事務次官通達の「思想」が息づいている。この「思想」は、この日

本社会に潜伏し続け、今また、「対北バッシング」に力を得て、またぞろ吹き出しているの

だ。埼玉県で補助金を2010年より止めている上田知事の「私とすれば、基本的には在日

の人たちは日本国籍を取得していただくのが理想と考えます」（2012年 6月 22日埼玉県

議会における答弁）という発言は何よりもそのことを象徴している。 

連帯の輪広げよう 



このような考え方に基づく朝鮮学校への差別政策は日本も批准している人種差別撤

廃条約など国際人権諸条約に明らかに違反しており、各条約委員会からもそろって是正

勧告がなされているところである。 

また日弁連はじめ多くの人権 NGOが批判しているように、今の政府等の対応には少

なくない日本人が問題だと考えている。この無償化・補助金問題が起きて間もなく「『高校

無償化』からの朝鮮学校排除に反対する連絡会」が結成され、以降、300を超える市民

団体の賛同を集めながら、要請活動や集会、デモなど精力的な活動を続けており、各地

でもこの間、「阿佐ケ谷朝鮮学校サランの会」、「大阪朝鮮学園支援府民基金（ホンギルド

ン基金）」、「四国朝鮮学校市民基金」が結成されている。 

そして、同胞弁護士と日本人弁護士が手を携え、大阪、愛知、東京で弁護団を結成、

大阪、愛知では既に無償化問題で裁判闘争が始まっている（大阪では補助金問題も）。 

現在、こういったこころある日本人と同胞らによって 3月 24日の大阪と愛知で行う大集

会また 3月 31日の東京における全国集会が準備されている。 

かつて学校閉鎖令にも屈しなかった一世たちが築き上げた民族教育を私たちは今一

度、一丸になって守り抜かなければならない。そのためにもより多くの日本人と手を携え、

「差別反対！ 民族教育を保障せよ！」の声を高めていかなければならない。 

（在日本朝鮮人人権協会事務局長） 
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〈そこが知りたい Q&A〉再入国許可制度の問題点は？  

行政の嫌がらせ、恣意的運用を許す／政府の裁量に委ねられた制度 

Q. 朝鮮の核実験直後、総聯中央の副議長まで再入国許可が取り消されたが。 

A. 日本政府は、核実験の当日である2月12日の内閣総理大臣声明において、「諸懸

案の包括的な解決のために我が国がとる更なる対北朝鮮措置として、在日の北朝鮮当

局の職員が行う当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者による北朝鮮

を渡航先とした再入国は原則として認めないこととすること」と発表した。そして、総聯の

副議長がこれにあたるとし、法務省は同日付で各副議長に対し、再入国許可取消の通知

を送ってくるという一方的な措置を取った。 

これは、1回目の核実験があった 2006年 10月 9日の 2日後の官房長官発表以降、

総聯の議長をはじめ朝鮮の最高人民会議代議員資格を持つ 6人の在日朝鮮人の再入

国を禁止するという措置が取られたことに続く措置だ。 

なお、2006年の同発表では「北朝鮮籍を有する者の入国は、特別の事情がない限り

認めない。但し、在日の北朝鮮当局の職員以外の者の再入国は、この限りではない」とさ

れ、この「在日の北朝鮮当局の職員」に議長をはじめとした 6人があたるとしたものだっ

た。 

この時の「北朝鮮当局の職員」という概念も極めて曖昧模糊としたものだったが、今回

の「北朝鮮当局の職員が行う当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者」

というのはさらに基準が曖昧であり、なぜこれに副議長が該当するのかなど合理的理由

は示されていない。 

行動の自由を奪うような措置をとるに当たって、何の合理的理由も示さないのは極め

て問題であることは言うまでない。 

また、このことは、解釈一つで簡単にその対象が拡大されることも意味する。 

さらに、再入国許可自体を取り消しては、「北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として

認めないこととすること」と内閣総理大臣声明で述べているにもかかわらず、朝鮮以外の



国に向けても出国できないこととなる。総理大臣声明の解釈幅を逸脱した措置が何の説

明もなく、いとも簡単になされていることも問題だ。 

Q. そもそも再入国許可制度とは？ 

A. 日本を出国した外国籍者が日本に再度、入国することを許可する制度で、「出入国

管理及び難民認定法」（以下、入管法）に規定されている。その第26条に「法務大臣は…

再入国の許可を与えることができる」とあるように、法務大臣が許可権者となっている。 

Q. 再度、入国と言っても私たちは日本で生まれているけど。 

A> 日本で生まれ育ち、日本に生活の根拠があり、永住資格まで持つ私たち在日朝鮮

人らにまでも再入国許可の対象とすることについては、「市民的及び政治的権利に関す

る国際規約」（以下、自由権規約）の規定にも違反しているという批判がなされている。 

具体的に言うと、この規約には他の人権関連の国際条約と同様、条約批准国の国内

でその規定が遵守されているかを審査し、必要に応じ是正勧告を行う委員会があるが、

この自由権規約委員会は 1998年の日本審査の末に出した総括所見において、「出入国

管理及び難民認定法第 26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を

喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の

裁量であることを規定している。この法律に基づき、第二世代、第三世代の日本への永

住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性が

ある。委員会は、この規定は、規約第 12条 2及び 4に適合しないと考える。委員会は、

締約国に対し、『自国』という文言は、『自らの国籍国』とは同義ではないということを注意

喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した在日朝鮮人の人々のような

永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強

く要請する」と勧告している。 

自由権規約には、「すべての者は、いずれの国（自国を含む）からも自由に離れること

ができる」（第 12条第 2項）、「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない」（同条第

4項）という規定があるが、ここにいう自国というのはその人が永住する国も含んだ概念と

解すべきだ、そしてそれは権利であり、政府が許可するとかしないとかを決める問題では

ないのだ、と言っているのだ。つまりは日本を出国した日本人が日本に戻ることが政府に

よって不許可にされることがないように、「日本で出生した在日朝鮮人の人々のような永

住者」も不許可にすることはできないようにすべきであると言っているのだ。 



なお、このことについては EUからも批判を浴びている。 

EUの駐日代表部は 2006年に「日本の規制改革に関する EU提案」において再入国

許可制度が「なぜ永住資格を持った外国人に適用されるのか」とその制度是正を促して

いる。 

Q. 最近、再入国許可の申請にわざわざいかなくてもいいようにもなったと聞いたが。 

A. 前の設問で述べたような国際世論も意識してか、日本政府は2009年の入管法（正

式名は「出入国及び難民認定法」）及び入管特例法（正式名は「日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」）改定時に、「みなし再

入国許可」制度という一定条件における許可申請免除の枠組みを設け、2012年 7月 9

日より施行した。しかしこれは、許可制度の原則はあくまで変えない、その枠の中での改

定に過ぎない。 

さらにこの制度は、「有効な旅券」と「特別永住者証明書」（特別永住者以外の在留資

格の者は「在留カード」）の所持をその条件として、2年以内（「在留カード」所持者の場合

は 1年以内）の出国につき許可申請をしなくとも許可を与えたものと「みなす」という制度

ですが、ここでいう「有効な旅券」には、朝鮮の旅券は認めないという取り扱いを日本政

府はしているため、朝鮮の法令に基づき総聯中央が発給する朝鮮旅券では、この「みな

し再入国許可」制度のメリットを享受できず、相変わらず入管事務所に赴き、許可申請を

しなければならなくなっている（数次再入国許可の期間は 4年から 6年に伸長されてはい

る）。 

なお一方で、日本政府は朝鮮と同じく国交のない台湾やパレスチナの当局が発行する

旅券も「有効な旅券」として取り扱うことを政令で定めている（台湾は 1998年から、パレス

チナは 2003年から）。 

「韓国」旅券を持たない在日朝鮮人だけがこの「みなし再入国許可」制度を利用できな

くなることを知りながらこのような要件を設けていることは、極めて不当と言わざるを得な

い。 

Q. いままでも同胞が再入国許可を認められないということがあったの？ 

A. かつては朝鮮への往来についても、第三国への渡航についても、外国人登録法上

の国籍表示が「朝鮮」となっている同胞に対しては再入国許可が簡単には出されないと



いう状態だった。在日朝鮮人は、自分の故郷を訪問することも、肉親に会いに行くことす

らもままならない、日本列島に閉じこめられたまさに「島囚」のような扱いだったわけだ。 

その状態を打破する契機となったのが、朝鮮の建国 20周年祝賀在日朝鮮人代表団

の再入国不許可処分についての裁判闘争だ。 

この訴訟は、第 1審の東京地方裁判所、控訴審の東京高等裁判所のいずれもが、法

務大臣の不許可処分が違法であるとして、再入国不許可処分を取り消す旨の判決を下

していた（東京地方裁判所 1968年 10月 11日判決、東京高等裁判所同年 12月 18日

判決）。 

「…渡航の自由は、日本人のみならず日本国に在留する全ての外国人にとっても基本

的な人権であるから、前示のとおり、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれ

のある者でない限り、いずれの国向けの再入国であっても許可せらるべきあり、その国

が日本国の政府によって承認されているか否かによって再入国の拒否が左右さるべきで

はない」（地裁判決）、「元来政府の政策は、国益や公共の福祉を目標として企画実施さ

れるべきことは多言を要しないが、政策と公共の福祉とは同義ではないから、或人々が

本来享有する海外旅行の自由を行使することが、たとえ政府の当面の政策に沿わないも

のであつても、政策に沿わないということのみで右自由権の行使が公共の福祉に反する

との結論は導かれないのである」（高裁判決）と判示している。 

なお、この訴訟の上告審において、最高裁は、既に建国 20周年の一連の行事が終了

していることを『理由』に「訴えの利益が失われた」と訴えを却下し、自ら判断することを避

けた形となったが、これは上記両判決については最高裁をしても否定できなかったことを

意味していると言える。 

この判決以降、1972年には、再入国許可を受けた最初の在日同胞代表団による祖国

訪問が実現。また、これと並行して第三国への渡航に対する再入国許可も受けられるよ

うになっていった。 

しかし、1980年代に外国人登録制度に定められていた指紋押捺を人権侵害であると

して拒否した在日外国人が、同胞をはじめ少なからずいた。その人たちに対し、日本政府

は再入国許可申請を拒否するという形で制裁を行った。その結果、実際、再入国許可な

しで出国せざるを得なかった人もいた。 



権利ではなく、政府の裁量に委ねられた許可制度であるということは、時にこういった

露骨な嫌がらせ、恣意的運用を許してしまうことが、この事例からもよく分かる。 

Q. このような恣意的運用について、日本の法律上では許されてしまうということなの

か？ 

A. まず、日本の憲法では「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ

を誠実に遵守することを必要とする」（第 98条第 2項）という規定がある。 

したがって、3番目の設問で述べた自由権規約の規定については、少なくとも日本がこ

れに批准した 1979年以降は遵守しなければならない。 

さらに、特別永住者について定めた入管特例法では、再入国許可規定の適用に当た

り法務大臣は「特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を

尊重するものとする」（第 23条第 3項）と定めている。 

特別永住者は旧植民地出身者及びその子孫を対象に設けられた在留資格だが、その

歴史的経緯や生活実態に即し、再入国許可制度においては、その「生活の安定」を脅か

すような運用をしてはならないとしているのだ。総聯の幹部たちも特別永住者だ。本来、

政治的な意図のもと恣意的に運用するのは自由権規約違反のみならず、この入管特例

法にも違反していると言える。 

最初の設問で触れた 2006年 10月 11日官房長官発表以降、特別永住者証明書（旧

外国人登録証明書）の国籍欄が「朝鮮」の者に対し、どの国に渡航するかに関わりなく当

面の渡航先のみならず 2回目の渡航計画まで示さないと数次（マルチ）の再入国許可を

出さないという方針がとられている。 

一時はその2回目の渡航計画について旅行会社の発行する資料や航空券などを求め

るということまで各地の入管事務所で行われていた。 

再入国許可行政が恣意的に行われることを放置しておけば再入国不許可の対象を拡

げてくるなど政府がその権限をさらに濫用してこないとも限らない。 

それを許さないためにも世論喚起をはじめとした様々な取り組みが必要と言える。 

【金東鶴・在日本朝鮮人人権協会事務局長】 


